
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防支援サービス又は介護予防ケアマネジメント（第 1 号介護予防支援）の提供開始

にあたり、当事業所の概要や提供するサービスの内容など、契約上ご注意いただきたい重要

な事項について次のとおり説明します。 

 

 

 

 

 

重 要 事 項 説 明 書 

（浦添市指定介護予防支援事業所 地域包括支援センターゆいまぁる） 



１．事業者の概要 

事業者の名称 株式会社アメニティプラス 

事業者の所在地 沖縄県浦添市西原２－３－７ 1 階 

法人種別 株式会社 

代表者職・氏名 代表取締役 西平邦彦 

介護保険事業所指定年月日 平成２９年４月１日 

介護保険事業所番号 4700800081 

指定介護予防支援事業所の名称 浦添市地域包括支援センターゆいまぁる 

管理者の氏名 新垣 盛宏 

電話番号 098-917-5320 

ファクシミリ番号 098-917-5321 

 

２．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

要支援状態と認定された者又は総合事業対象者に対し介護保険法令の趣旨

に従い、その利用者が可能な限り自宅においてその有する能力に応じて自

立した生活を営むことができるように、利用者の選択に基づき、利用者の

自立に向けて設定された目標を達成し、利用者が要介護状態になることを

できる限り防ぎ、要支援状態になっても状態がそれ以上に悪化しないよう

にするために、適切な保健医療福祉サービスが特定の種類又は特定の事業

者に偏ることなく、多様な事業者・主体から総合的かつ効率的に提供され

るよう、総合的に支援することを目的とする。 

運営の方針 

公正中立の立場から、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場

に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス又は介護予防・生活

支援サービス等を含む地域における様々な取り組みを行う者等との連携に

努めます。 

 

３．職員の職種、人数及び職務内容（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

従業者の職種 
員

数 

区分 

職務内容 保有資格の内容 
常勤 非常勤 

専

従 

兼

務 

専 

従 

兼

務 

 

管理者 

 

1 
 

 

１ 
  

 

統括管理業務 

 

介護支援専門員 

 

担当職員 

 

５ 

 

 

 

 

 

５ 

 

 

 

 

 

介護予防支援業務

又は介護予防ケア

マネジメント業務 

保健師  

社会福祉士 

主任介護支援専門員 

 

４．営業日及び営業時間 

営業日 

月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 

（ただし土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始（12 月 30 日から 1

月 3 日）を除く） 

営業時間 ８：３０～１７：１５ 

 

５．事業の実施地域 

実施地域 浦西中学校区 



６．事業の種類 

介護予防支援 指定介護予防サービスのみを利用する場合または指定介護予防サ

ービスと介護予防・生活支援サービスを併用して利用する場合 

介護予防ケアマネ

ジメント A 

介護予防・生活支援サービスのうち介護予防訪問介護相当サービス

等（※１）又は短期集中型サービス C を利用する場合 

介護予防ケアマネ

ジメント B 

介護予防・生活支援サービスのうち訪問サービス A 又は通所サービ

ス A を利用する場合 

※１：介護予防訪問介護相当サービスと介護予防通所介護相当サービスのことをいう。 

 

７．介護予防支援の概要 

種類 内容 提供方法 1 ヶ月当り利用料 

要支援認定の申請 

に係る必要な援助 

要支援認定の申請

代行 

本人の依頼に基づき来所ま

たは訪問で対応します。 

一連の業務として

介護保険から全額

支給されるので自

己負担はありませ

ん。介護報酬等の改

定があった場合に

は、利用料について

変更が生じます。 

※保険料の滞納等

により法定代理受

領ができなくなっ

た場合は、初回の利

用月は月額 7,４２

0 円を、2 ヶ月目以

降は月額 4,４２0

円を、居宅介護支援

事業所への引き継

ぎ等を行った場合

は 開 始 月 の み

3,000 円をお支払

い頂き、「指定介護

予防支援提供証明

書」を発行します。 

この「指定介護予防

支援提供証明書」を

後日浦添市役所窓

口（いきいき高齢支

援課給付係）に提出

しますと、全額払い

戻しを受けられま

す。 

情報提供 

保健･医療･介護等

のサービスに関す

る情報及び地域活

動等に関する情報

の提供 

広報誌･電話･FAX･面談等 

ケアプランの立案

等 

①状態の把握 

（アセスメント） 

 

 

 

②ケアプラン原案

の作成 

 

 

③サービス担当者

会議の開催 

 

 

 

 

 

 

④ケアプランの交

付 

 

 

 

⑤状況の把握 

（モニタリング） 

 

 

 

⑥給付管理 

 

⑦介護報酬請求 

①ご自宅を訪問し、利用者

やご家族からお話を伺い、

抱えておられる問題点や解

決すべき課題を分析しま

す。 

②アセスメントの結果をも

とに、どのような支援が必

要かを検討し、ケアプラン

の原案を作成します。 

③関係する介護予防サービ

ス担当者を集め、ケアプラ

ン原案について検討しま

す。利用者の希望や心身の

状況等を考慮し、ケアプラ

ンの目標とその達成時期、

サービスの種類、内容、利

用料金等を決定します。 

④ケアプランの内容、利用

料、保険の適用など一切を

説明し、了解を得ます。そ

の上で、介ケアプランをお

渡しします。 

⑤ケアプランの実施状況の

把握につとめ、定期的に評

価を行い、必要に応じてケ

アプランの変更を実施しま

す。 

⑥介護保険サービスの利用

実績を確認します。 

⑦介護報酬の請求事務など

を行います。 

連絡調整 
ｻｰﾋﾞｽ調整・その他

必要な調整 

訪問･電話･会議等 



 

８．介護予防ケアマネジメント Aの概要 

種類 内容 提供方法 1 ヶ月当り利用料 

総合事業の該当に 

係る必要な援助 

基本チェックリス

トの実施 

本人の依頼に基づき来所ま

たは訪問で対応します。 

一連の業務として

介護保険から全額

支給されるので自

己負担はありませ

ん。介護報酬等の改

定があった場合に

は、利用料について

変更が生じます。 

※保険料の滞納等

により法定代理受

領ができなくなっ

た場合は、初回の利

用月は月額 7,４２

0 円を、2 ヶ月目以

降は月額 4,４２0

円を、居宅介護支援

事業所への引き継

ぎ等を行った場合

は 開 始 月 の み

3,000 円をお支払

い頂き、「指定介護

予防支援提供証明

書」を発行します。 

この「指定介護予防

支援提供証明書」を

後日浦添市役所窓

口（いきいき高齢支

援課給付係）に提出

しますと、全額払い

戻しを受けられま

す。 

情報提供 

保健･医療･介護等

のサービスに関す

る情報及び地域活

動等に関する情報

の提供 

広報誌･電話･FAX･面談等 

ケアプランの立案

等 

①状態の把握 

（アセスメント） 

 

 

 

 

②ケアプラン原案

の作成 

 

 

 

③サービス担当者

会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ケアプランの交

付 

 

 

 

 

⑤状況の把握  

（モニタリング） 

 

 

 

 

⑥給付管理 

 

 

 

⑦介護報酬請求 

①ご自宅を訪問し、利用者

やご家族からお話を伺い、

抱えておられる問題点や解

決すべき課題を分析しま

す。 

 

②アセスメントの結果をも

とに、どのような支援が必

要かを検討し、ケアプラン

原案を作成します。 

 

③関係する介護予防・生活

支援サービス担当者を集

め、ケアプランの原案につ

いて検討します。利用者の

希望や心身の状況等を考慮

し、ケアプランの目標とそ

の達成時期、サービスの種

類、内容、利用料金等を決

定します。 

 

④ケアプランの内容、利用

料、保険の適用など一切を

説明し、了解を得ます。そ

の上で、ケアプランをお渡

しします。 

 

⑤ケアプランの実施状況の

把握につとめ、定期的に評

価を行い、必要に応じてケ

アプランの変更を実施しま

す。 

 

⑥介護予防・生活支援サー

ビスの利用実績を確認しま

す。 

 

⑦介護報酬の請求事務など

を行います。 

連絡調整 
ｻｰﾋﾞｽ調整・その他

必要な調整 

訪問･電話･会議等 

 



９．介護予防ケアマネジメント Bの概要 

種類 内容 提供方法 1 ヶ月当り利用料 

総合事業の該当に 

係る必要な援助 

基本チェックリス

トの実施 

本人の依頼に基づき来所ま

たは訪問で対応します。 

一連の業務として

介護保険から全額

支給されるので自

己負担はありませ

ん。介護報酬等の改

定があった場合に

は、利用料について

変更が生じます。 

※保険料の滞納等

により法定代理受

領ができなくなっ

た場合は、初回の利

用月は月額 6,000   

円を、2ヶ月目以降

は月額 3,000 円

を、居宅介護支援事

業所への引き継ぎ

等を行った場合は

開始月のみ 3,000

円をお支払い頂き、

「指定介護予防支

援提供証明書」を発

行します。 

この「指定介護予防

支援提供証明書」を

後日浦添市役所窓

口（いきいき高齢支

援課給付係）に提出

しますと、全額払い

戻しを受けられま

す。 

情報提供 

保健･医療･介護等

のサービスに関す

る情報及び地域活

動等に関する情報

の提供 

広報誌･電話･FAX･面談等 

ケアプランの立案

等 

①状態の把握 

（アセスメント） 

 

 

 

 

②ケアプラン原案

の作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ケアプランの交

付 

 

 

 

 

④状況の把握 

（モニタリング） 

 

 

 

 

⑤給付管理 

 

 

➅介護報酬請求 

①ご自宅を訪問し、利用者

やご家族からお話を伺い、

抱えておられる問題点や解

決すべき課題を分析しま

す。 

 

②アセスメントの結果をも

とに、どのような支援が必

要かを検討し、ケアプラン

の原案を作成します。 

利用者の希望や心身の状況

等を考慮し、ケアプランの

目標とその達成時期、サー

ビスの種類、内容、利用料

金等を決定します。 

 

③ケアプランの内容、利用

料、保険の適用など一切を

説明し、了解を得ます。そ

の上で、ケアプランをお渡

しします。 

 

④ケアプランの実施状況の

把握につとめ、定期的に評

価を行い、必要に応じてケ

アプランの変更を実施しま

す。 

 

⑤介護予防・生活支援サー

ビスの利用実績を確認しま

す。 

➅介護報酬の請求事務など

を行います。 

連絡調整 
ｻｰﾋﾞｽ調整・その他

必要な調整 

訪問･電話･会議等 

 

10．業務の委託 

 当事業所は、７の要支援認定の申請に係る援助、情報提供、ケアプランの立案等①～⑥、連絡

調整、8 の総合事業の該当に係る必要な援助、ケアプランの立案等①～⑥、連絡調整、及び９の

総合事業の該当に係る必要な援助、情報提供、ケアプランの立案等①～⑥、連絡調整の業務内容

を、別紙掲載の指定居宅介護支援事業者に委託する場合があります。 



１１．秘密保持等 

  事業所は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する旨を、従業者に徹底します。 

  事業者は、担当者会議において、利用者の個人情報を使用する場合には、利用者又は家族の

同意を事前に得ます。 

 

１２．苦情等相談窓口 

（委託先事業所） 

別紙掲載事業所のうち、 

あなたが選んだ事業所 

 

ご利用時間＆ご利用方法：別紙のとおりです。 

（指定介護予防支援事業所） 

 

ご利用時間：平日 ８時３０分～１７時１５分（祝祭日除） 

ご利用方法：電話 ０９８－９１７－５３２０ 

      面接 地域包括支援センターゆいまぁる 

      郵送 浦添市西原２－３－７ 1 階 

（保険者） 

浦添市いきいき高齢支援課 

ご利用時間：平日８時３０分～１７時１５分(祝祭日除) 

ご利用方法：電話０９８－８７６－１２３４(内線 3593) 

      面接：浦添市役所いきいき高齢支援課内相談室 

      郵送：浦添市安波茶 1ー1ー1 

（公的団体） 

沖縄県国民健康保険団体連合会 

介護苦情相談室 

ご利用時間：平日９時００分～１７時００分(祝祭日除) 

ご利用方法：電話０９８－８６０－９０２６ 

 

１３．事業利用する際の留意事項について  

 浦添市の実施する、訪問サービスＡ、訪問サービス C、通所サービス A 及び通所サービス C を

利用する際は、自分自身の健康状態に留意し、健康状態の悪化やそれに伴う事故の発生につい

ては、自己責任として利用することを了承下さい。 

 また、健康状態等により市が参加継続困難と判断した場合は利用中断することを了承下さい。 

 

１４．電磁的記録等 

当事業所は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、 抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報 が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ）で行うことが

規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

により行うことができる 

交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、こ

の仕様書において 書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交

付等の相手方の 承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によって認識することができない方法をいう。）によることができる。 

 

１５．記録の保管 

当事業所は、この事業を行うため、介護予防サービス計画、サービス担当者会議等、指定

介護予防支援の提供に関する諸記録を、完結の日から 5ヶ年間保管します。 

 

 



 

１６．虐待防止 

 事業所は利用者の人権の擁護及び虐待防止等のために、次にあげる措置を講じます。 

2 利用者への虐待が疑われる事案を発見した際には関係機関へ速やかに通報を行い、適切な対

応がなされるよう努めます。 

3 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について、担当職員

に対し周知徹底を図ります。 

4 虐待防止のための指針を整備します。 

5 担当職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

6 上記 14の 5に掲げる措置を適切に実施するための担当者を配置します。 

 

１７．身体拘束廃止 

 事業所は介護予防支援、介護予防ケアマネジメントの提供の際、利用者の生命又は身体を保護

するためのやむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為が疑わ

れる事例がある場合には関係機関へ速やかに通報を行い、適切な対応がなされるよう努めます。 

 身体拘束に関する研修を行い、その理解に努めます。 

 

１８．認知症ケア 

 事業所は利用者の認知症状に関わらず、本人には意思があり、意思決定能力を有することを前

提にして、意思決定支援を行います。 

 認知症に関する知識やケアに関する研修を行い、その理解に努めます。 

 

１９．ハラスメントに関する規定 

 事業所は適切な介護予防支援の提供を確保する観点から職場及び利用者より行われる優越的な

関係を背景とした行為があった、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、職員の就業

関係が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

（1）事業主としての方針等の明確化及び従業者への周知・啓発 

（2）相談、苦情に応じて適切な対応をするために必要な体制の整備 

（3）被害者への相談対応 

 

２０．利益収受の禁止 

 事業所は公正中立性を確保するために、利用者に対して特定の介護サービス事業所によるサー

ビスを利用させることの対象として、当該サービス事業所及び利用者等から金品その他の財産

上の利益を収受しないものとする。 

 

２１．業務継続に向けた取り組みの強化 

 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供を継続

的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続

計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

2 担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に



実施します。 

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

２２．感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の事項に掲げる措置を講じま

す。 

2 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6か月に 1回以上

開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図ります。 

3 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 

4 担当職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

 

２３．その他 

  事業所は、担当職員の資質の向上を図るために、研修会の実施等業務体制を整備するものと

する。 

(1) 採用時研修 採用後１ケ月以内 

(2) 継続研修  定期の事業所内研修及び他団体主催の県内研修へ参加 

  

２４. 介護報酬改定に伴う追加説明項目 

 （1）利用者が入院した際は、入院時に担当ケアマネージャーの氏名及び所属事業所の名称を 

  医療機関にお伝えください。（平成３０年度改正） 

 （2）利用者やその家族はケアプランに位置付ける介護予防サービス事業所について、複数の事

業所の紹介を求めることが出来ます。また、その事業所をケアプランに位置付けた理由を求

めることが出来ます。（平成３０年度改正） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和     年    月    日 

 

指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に際し、本書面に基づき重要事項の説

明を行いました。 

   指定介護予防支援事業所  浦添市地域包括支援センターゆいまぁる 

                   説明者氏名                              

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護予防支援又は介護予防 

ケアマネジメントの提供開始に同意しました。 

利用者          

住所 浦添市                                    

           氏 名：                印           

       電 話：                            

   代理人  

        住 所：                          

        氏 名：            印 （続柄）        

        電 話：                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【苦情対応の流れ】

令和5年3月作成

令和7年8月更新

令和8年2月5日更新

★『苦情』とは★

苦情とは利用者・家族・その他の方から当サービス全体にかかわる不満や改善要求、または被害訴え

契約違反を指す。

※クレームとは実質的な補償や賠償の要求につながるものをいう

【地域包括支援センターの対応について】

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定等を包括的に支援することとされており、高齢者にとっ

て身近な相談窓口としての役割を持っている。また、介護予防・日常生活支援総合事業においては、

利用者、事業者等からの事情を聞き対応を検討するなどの介護予防ケアマネジメントを行うとともに、

必要に応じて利用者に対応経過等を説明し、国民健康保険団体連合会への苦情申立てについての援助

を行う。

（介護保険法第115条の46 他）（介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン）

利用者・家族等からの苦情

状況確認し上長（管理者）へ報告

状況を職員全体に周知し、対応策を検討

内容は後日対応策も含め必ず報告書へ記載すること。

報告書作成し上長へ提出

※報告書の保管期間は5年間とする

上長は提出された報告書（別紙報告書参照）をもとに所長へ報告

公表または掲示
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